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私は毎年確定申告をしていますが、今年は忙しかったため、3 月 15 日の期限までに提出

と納付が間に合いませんでした。どのような罰則があるのでしょうか？ちなみに納付額は

100 万円くらいです。

解説

１． 無申告加算税

原則として、納付すべき税額に対して 50 万円までは 15％、50 万円を超える部分は 20％

の金額が加算されます。ただし、税務署の指摘を受ける前にみずから期限後申告をした場

合は、無申告加算税の税率は 5％に軽減されます。

なお、本税が 1 万円未満もしくは無申告加算税の額が 5 千円未満の場合、無申告加算税は

課されません。

２． 延滞税

令和 6 年 3 月 15 日までに申告したものの、遅れて納付した場合の延滞税の割合は、令和

6 年 3 月 16 日から令和 6 年 5 月 15 日までの間は年「7.3％」と「延滞税特例基準割合

＋1％」のいずれか低い割合となり、具体的には年 2.4％となります。令和 6 年 5 月 16

日以後は年「14.6％」と「延滞税特例基準割合＋7.3％」のいずれか低い割合となり、具

体的には年 8.7％となります。

なお、本税が 10,000 円未満の場合は、延滞税は課されません。

３． 延滞税の具体例

①期限内申告したものの、100 万円の所得税の納付が 4 月 1 日まで遅れた場合

  →1,100 円

②期限内申告したものの、100 万円の所得税の納付が 5 月 31 日まで遅れた場合

  →7,800 円

③期限内申告したものの、100 万円の所得税の納付が 12 月 28 日まで遅れた場合

  →58,100 円

要するに…
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確定申告の期限に間に合わなかった場合の罰則

確定申告が遅れた場合、無申告加算税と延滞税というペナルティがかかります。気が付いた

らすぐに申告と納付をしましょう。

確定申告に間に合わなかった場合、無申告加算税と延滞税がかかる可能性があります。


